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策定の趣旨 

 
今、行政を取り巻く状況は大きく変化しています。  

社会経済システムの複雑化や人々の価値観の変化は、行政課題を高度化・多様化させています。 

また、地方分権の進展に伴い、自治体の自己決定能力や自己責任が問われています。一方で、行 

財政環境は、これまでに経験したことがないほど厳しい状況にあります。 

このような時代において、個性的で活力ある地域社会を築き、県民満足度の高い行政サービスを 

提供していくためには、その直接の担い手である職員が専門性を高め、持てる能力を最大限に発揮 

していかなければなりません。そして、そのためには、職員一人ひとりが、自らの意識改革・資質 

向上に自発的・積極的に取り組むとともに、県としても、職員の能力開発・能力活用に体系的・計 

画的に取り組む必要があります。  

このようなことから、人材の育成と活用を効果的に推進するための具体的な方策を示した「栃木 

県人材育成基本方針」を策定しました。  

 
人材育成基本方針では、以下の３つの柱により取組を進めます。 

 

 

 

 

 

 

 
  

今後は、この人材育成基本方針に基づき、各種施策の具体化を進め、順次実施していくことによっ

て、職員の意欲と能力の向上と組織の活性化を図り、県民サービスの向上に努めていきます。 

 

 

 

 

改定の背景 
 

人口減少・少子高齢化の進行やデジタル技術の急速な発展など、社会情勢の変化に伴い、県政を取

り巻く環境は大きく変化しています。 

こうした中、県においては、今年２月に県政の基本指針となる「とちぎ未来創造プラン」を策定す

るとともに、新たな視点や発想による未来志向の行財政改革に取り組むため、「とちぎ行革プラン

2021」を策定したところであります。 

職員にはこうしたプランの着実な推進はもとより新型コロナウイルス感染症の感染拡大や激甚化・

頻発化する自然災害など、これまでに経験したことのない課題に直面する中で、迅速かつ的確な判断

と行動がより一層求められています。 

このようなことから、新たな時代に対応できる人材育成に向けて、栃木県人材育成基本方針を改定

することとしました。  

 
  

① 人材育成の目標である「目指すべき職員像」  

② 人材育成を着実に推進するための「人材育成施策」  

③ 人材育成の実効性を高めるための「人を育てる職場環境づくり」 

策定の趣旨 （平成 16(2004)年 10 月 策定） 

改定の背景 
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○ 人材育成基本方針の概要

　目指すべき職員像 　求められる姿勢と能力

人材育成の基本的な考え方

連携して人材育成を推進

◇ 高度化・多様化する県民ニーズへの対応

◇ 地方分権の進展や行財政改革の推進

◇ 人口減少・少子高齢化の進行に伴う社会経済構造の変化への対応

◇ Society5.0や新たな日常の実現、ＳＤＧｓの達成

行政課題を解決するための

判断機会と責任の増大

新たな時代に適切に対応できる

人材の育成を推進

◇ 高い意欲と実行力を備えた

「挑戦する職員」

◇ 栃木県職員として使命感を持った

「信頼される職員」

◇ 県民起点の発想で、県民と連携協

力できる

「協働する職員」

チャレンジ精神

高い倫理観

協力して取り組む姿勢

幅広い視野

柔軟な発想

スピードとコスト意識

高度な企画力

専門的な知識と技術

的確な判断力

説明・調整する力

人事評価システム

における評価項目

積極性

責任感

知識技術

企画力

判断力

折衝力

職員研修

職場環境づくり人事制度

組織の活性化 ～ 挑戦する組織へ ～

県民サービスの向上・県民満足度の向上

背景

協調性
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Ⅰ 目指すべき職員像 
 

 職員には、県民全体の奉仕者として誠実かつ公正に職務を遂行することはもとより、これま

で以上に社会経済情勢の変化に機敏に対応し、県民の視点で行動することが求められていま

す。 

 このような観点から、「目指すべき職員像」と「求められる姿勢と能力」を次のとおり掲げ

ます。 

 

 

 

  

Ⅰ 目指すべき職員像 
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Ⅱ　ロードマップ

特別

研修

○ 人事異動における「能力開発期」と「能力活用期」
　能力開発期 ： 幅広い能力開発や自己の適性が発見できるよう本庁・出先機関で異なる分野の業務を経験します。
　能力活用期 ： これまでの職務経験や本人の意欲、適性等を重視した配置を行います。
○ 昇任について
　昇任は、職員の能力や勤務成績、経験年数を総合的に評価して行われます。

人
事
評
価

研修所研修 派
遣
研
修

職
場
研
修

自
己
啓
発

キャリア
形成

能力開発（主な能力・姿勢）

人
事
異
動

階層

職員研修

時
代
の
変
化
に
対
応
し
た
研
修

、
意
識
啓
発
研
修

職
場
内
・
個
人
研
修

、
部
局
等
研
修

、
メ
ン
タ
ー

制
度
の
職
場
内
研
修

能
 

力
 

開
 

発
 

期

　
三
十
歳
代
ま
で

主
事
・
技
師

土
台
形
成
期

実
務
能
力
育
成
期

主
任

管
理
能
力
拡
充
期

◇ 後輩指導・育成
◇ 大局的見地から判断
◇ 職務遂行スキルの向上

　
〈

階
層
別

〉
能
力
開
発
研
修

必修・重点研修

基
礎
能
力
育
成
期

◇ 主体的・自発的に行動
◇ 困難な課題への挑戦
◇ 正確性
◇ チームワーク

（新採職員）
◇ 公務員である自覚と責任
◇ 基礎的知識・技能の習得

　
基
本
研
修

主
査
・
係
長

係
長
級 実

務
能
力
拡
充
期

能
 

力
 

活
 

用
 

期

　
四
十
歳
代
以
降

副
主
幹
・

課
長
補
佐

補
佐
級

キ

ャ
リ
ア
支
援
・
ス
キ
ル
等
継
承
期

強
み
形
成
期

重
点
研
修

（
グ
ル
ー

プ
リ
ー

ダ
ー

・
管
理
職
・
メ
ン
タ
ー

等

）主
幹
・
課
長

課
長
級

　
 

組
織
運
営
力
発
揮
期

　
　
管
理
能
力
発
揮
期

◇ リーダーシップ
◇ 率先垂範
◇ 行政運営の知識

次
長
・
部
長

部
長
級 ◇ 指導力・組織統率

◇ 県政全般の知識

◇ リーダーシップ
◇ 効率的な情報収集
◇ 的確な指示、指導

管
理
能
力
育
成
期

自
主
研
究

、
e
ラ
ー

ニ
ン
グ

、
通
信
教
育

「

人
材
育
成

」
や
「

効
果
的
か
つ
効
率
的
な
行
政
運
営

」
を
目
的
と
し
た
業
績
評
価
及
び
能
力
・
姿
勢
評
価

国
・
都
道
府
県
・
市
町
・
民
間
企
業
等
研
修

新採用職員主に担当業務

＋ ｸﾞﾙｰﾌﾟ複数業務

後輩へのﾘｰﾀﾞｰｼｯﾌﾟ

ｸﾞﾙｰﾌﾟ業務

ｸﾞﾙｰﾌﾟ員へのﾘｰﾀﾞｰｼｯﾌﾟ

所属業務

部下へのﾘｰﾀﾞｰｼｯﾌﾟ

部局等全体

Ⅱ ロードマップ
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Ⅲ 人材育成施策 
 

  

１ 人を育てる職員研修  
 

行政課題が複雑・高度化する中で、職員には、より一層高い意欲を持って効率的に業務を遂行し

ていくことが求められており、職場における業務を通した職場研修（OJT）と業務を離れた研修所研

修や派遣研修（Off-JT）を効果的に組み合わせながら、職員を育成していくことが必要です。 
  

① 効果的な職場研修（ＯＪＴ）の推進 

    職場は、職員の能力開発にとって最も重要な場所であり、職務に直結した実践的能力は、職務

遂行を通してこそ身に付くものです。 

    業務の課題や目標を明確にして、職員自身は主体的に仕事に取り組み、上司は達成状況を確認

しながら適切なアドバイスを行い、職務遂行を通して、効果的に能力開発を行うことが重要です。 
 

【主な取組】 

＜人事評価システムを活用したＯＪＴの推進＞ 

職員一人ひとりが自らの強みや弱み、期待されている役割を認識し、成長に向けた明確な目標を 

持って、主体的かつ計画的に能力開発に取り組むことができるよう、支援します。 

＜職場研修マニュアル等を活用したＯＪＴの推進＞ 

職場研修マニュアルの活用を推進するとともに、各職場でのＯＪＴの取組が積極的に行われるよう、

支援の充実を図ります。 

＜メンター制度による育成＞ 

新採用職員の速やかな職場への適応と早期育成を図るため、新採用職員指導担当者（メンター） 

制度を活用し、所属全体で人材育成が適切かつ効果的に行われる環境づくりを進めます。 

＜知識・技術の継承＞ 

経験豊富な再任用職員やベテラン職員が指導役を担い、これらの職員が培った経験や知識・ 

技術の継承に取り組みます。 

さらに、技術職の分野や事務職の中でも専門性の高い分野については、部局等による専門研 

修を通じて人材育成を図ります。 

Ⅲ 人材育成施策 
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② 研修所研修の充実（Ｏｆｆ－ＪＴ） 

  研修所研修は、ＯＪＴだけでは得にくい高度で専門的な知識や技能を体系的・集中的に習得で

きるとともに、職員の意識改革と視野の拡大、一体感の醸成、人的ネットワークの拡大を図る貴

重な機会といえます。 

     職務を遂行する上で必要とされる能力を習得し、実務・実践で活かせる研修が求められるこ 

   とから、県政を取り巻く環境の変化に対応した研修を実施する必要があります。 
 

【主な取組】 

＜研修内容の充実＞ 

・ 職場や職員からのニーズを把握するとともに、時代に応じた専門知識や課題解決手段を取り入れる

など、常に研修内容の向上に努めます。 

・ 研修内容が研修後の実務に活かされるよう効果測定を行い、研修計画に反映させます。 

＜デジタル人材の育成＞ 

ＩＣＴを活用した施策展開を進めるため、行政サービスのデジタル化やデジタル利活用の考え方の理

解促進につながる研修を実施します。 

＜人事評価システムと連動した職員研修の実施＞ 

 目指す階層に求められる知識やスキルを学ぶとともに、自己分析やふりかえりにより自らの強みや

弱みを把握し、必要とされる能力開発の動機付けを行います。  

＜柔軟で効率的な研修の実施＞ 

感染症や災害などの外部環境に左右されず、職員に広く受講の機会を付与できるよう、オンライン

研修などＩＣＴを活用した柔軟で効率的な研修を実施します。 

 

③ 派遣研修（Ｏｆｆ－ＪＴ） 

派遣研修は、県の組織を離れ、異なる組織風土や業務内容を経験することによって、幅広い視 

野や柔軟な思考力を養成し、高度な専門知識を修得する貴重な機会です。 

       引き続き、民間企業や国・都道府県・市町と連携・協力を図りながら、派遣研修を推進する 

必要があります。 
 

【主な取組】 

＜国や市町、民間企業等との人事交流の推進＞ 

 県庁とは異なる組織風土において、幅広い視野や柔軟な思考力を養成し、従来とは異なった発想

や手法で政策課題に的確に対応できる職員を育成するため、国や市町、民間企業等との人事交流を

推進します。 

＜派遣成果の活用＞ 

  職員の派遣で得られた成果をより多くの職員にフィードバックし、組織力の向上につなげる

ため、派遣報告会を実施するなど、派遣成果の活用を図ります。 

＜海外派遣研修の実施＞ 

  国際的な感覚と広い視野のもと、発想し行動できる職員を育成するため、海外への派遣研修を実施

します。 
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④ 自己啓発 

   職員がさらに成長していくためには、自ら成長への意欲を持ち、その能力や資質を高めてい

くことが求められます。自己啓発は能力開発の基本であり、職員自ら能力向上に努め、目標を

達成することにより、さらなる能力開発に繋げていくことが重要です。 
 

【主な取組】 

＜職場風土の醸成＞ 

自ら学び、研究する職員を支援し、活力ある職場環境づくりを推進します。 

＜自主研究グループへの支援＞  

県行政に関連する事項について、自主的に研究を行う職員グループの活動を支援することにより、

職員相互の啓発と研究風土の醸成を図ります。  

＜研修休業制度の活用＞ 

自己啓発等休業や修学部分休業等の研修休業制度の活用により、大学院への進学や公的な研究

機関での研究等、職員の自主的な能力開発を促進します。 

 

  

育成ニーズ把握、目標設定、
具体的方法決定

目標と成果との比較と乖離の原因分析

計画に基づいた実行

次のサイクル
へ反映

人 材 育 成

自己啓発

職場研修 職場外研修

ＡＣＴＩＯＮ
改善

ＣＨＥＣＫ
検証

ＤＯ
実施

ＰＬＡＮ
計画（目標設定）

研修の

ＰＤＣＡサイクル
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２ 人を育てる人事制度  
  

組織としての業務遂行能力を高め、新たな行政課題に的確かつ適切に対応していくためには、職

員一人ひとりが十分に能力を発揮することができる人事制度及び多様な人材の確保が必要です。 

 

（１）人事制度 

➀ 人事評価システムを活用した人材育成の推進 

     職員の能力や意欲を高めるため、人事評価システムにおいて、日頃の業務を通じて発揮され

た職員の能力や成果を公正に評価し、その結果をフィードバックすることで、職員の強みを伸

ばし、弱みを克服していくことが重要です。 
 

【主な取組】 

＜人材育成型の人事評価システムの実施＞ 

年４回の面談や評価結果を開示するなどフィードバックにより、職員の強み・弱みを把握するととも 

に、個々の能力の伸長を促します。また、評価結果を給与や昇任に適切に反映することで働きがいを

高め、さらなる能力開発を促します。 

業務の遂行状況等を的確に把握した上で、適正に評価するため、管理職は部下職員とのコミュニ 

ケーションを積極的に図ります。 

＜評価者の能力向上＞ 

職員の発揮した能力等を公正かつ客観的に評価するため、評価の仕組みや技法等についての理 

解を深め、きめ細かな指導や助言が行えるよう、評価者への研修内容の充実を図ります。 

＜業務遂行能力が不足する職員への支援＞ 

  仕事に対する意欲や職務遂行能力の不足、勤務態度の不良その他の理由により、職責を十分に

果たしていない職員に対し、意欲や能力等を向上させるための改善プログラムを実施し、業務能力の

向上を図ります。 

  

  

 

 〔 人事評価システムのしくみ 〕 

 

 

 

成果

職務遂行上発揮

した能力・姿勢

人柄・潜在能力

業績評価

能力・姿勢評価

人事評価
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② 若手職員の育成強化 

大量退職に伴い豊富な知識や経験を有する職員が減少する一方、多くの新採用職員の入庁に

より、急速に組織の若返りが進む中、組織力を維持強化していくために、若手職員の早期育成

が急務となっています。 
 

【主な取組】 

＜ジョブローテーションによる若手職員の能力開発＞ 

30 歳代までは能力開発期とし、幅広い能力開発や自己の適性が発見できるよう、本庁と出先機関

で異なる分野の業務を経験できるよう配置します。 

＜メンター制度等による若手職員の育成＞     

新採用職員指導担当者（メンター）制度を活用し、新採用職員はもちろんのこと、新採用職員を教育

する先輩職員を含め、所属長が中心となり、所属全体で若手職員の人材育成を積極的に行います。 

 

➂ 国や市町、民間企業等との人事交流の推進＜再掲＞ 

     県庁とは異なる組織風土において、幅広い視野や柔軟な思考力を養成し、従来とは異なった

発想や手法で政策課題に的確に対応できる職員を育成するため、国や市町、民間企業等との人

事交流を推進します。 
 

➃ 適材適所の人事配置 

    限られた人員で県民満足度の高い行政サービスを提供していくためには、職員の能力や適性、

意欲等を活かしたきめ細かな人事配置を行い、職員の能力開発や活用に努める必要があります。 
  

【主な取組】 

＜育成型人事ローテーションの推進＞ 

・ 30 歳代までは能力開発期とし、幅広い能力開発や自己の適性が発見できるよう、本庁と出先機関

で異なる分野の業務を経験できるよう配置します。 

・ 40 歳代以降は能力活用期とし、これまでの職務経験や本人の意欲、適性等を重視し、能力を最大

限発揮できるよう配置します。 

・ 職員の能力開発や幅広い知識の習得を図るため、本庁、出先機関、管理部門、事業部門の異動を

より一層積極的に行います。 

＜職員公募制度の推進＞ 

  行政課題への対応力強化や職員の士気高揚を図るため、職員公募制度を積極的に推進します。 

＜希望降任制度の実施＞ 

  健康上の理由や家庭の事情により現在の職責を果たせない場合等に本人の希望により降任できる

制度を実施します。  

＜再任用制度の適切な運用＞ 

  再任用職員が持つ豊かな知識や経験、高い技術を公務に活かすとともに、これらを次の世代に継

承しながら、再任用職員が高い意欲を持って業務を遂行できるよう、経歴や適性を考慮した人事配置

を行います。 
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   ⑤ 所属長のマネジメント力の向上 

    職場における人材の多様化が進む中で、複雑・高度化する行政課題に的確に対応し、組織を

効率的に運営していくために、所属長には高いマネジメント力が求められています。 

新任所属長研修や部下職員が所属長のマネジメント力をチェックするシステムの導入等に

より、所属長に意識や行動の改善を促し、マネジメント力の更なる向上を図ります。 

 

（２） 人材の確保 

若年層人口が急速に減少していく中、県の組織を活性化し、満足度の高い県民サービスを提供

していくため、県庁で働くことを志望する者を増やすとともに、多様な人材を確保していくこと

が必要です。 
 

【主な取組】 

＜県庁の仕事の魅力や働きがいの発信強化＞ 

県庁で働くことを志望する学生等を増やすため、インターンシップや大学との連携等によるリクルー

ト活動を充実させるとともに、ユーチューブやＳＮＳなどを活用し、県職員として働くことの魅力を発信し

ます。 

＜多様な人材の採用＞ 

・ 社会人経験を有する者や障害者など、意欲ある多様な人材を確保するための採用を実施します。 

・ 高度で専門的な行政ニーズ等に的確に対応するため、高い専門性を備えた即戦力となる人材や県

行政を推進する上で中長期的に必要と考えられる専門分野に係る人材を計画的に採用します。 
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３ 人を育てる職場環境づくり  
 

  職員がその能力を十分発揮し、高い士気を持って効率的に業務を推進し、多様な人材が活躍でき 

る職場環境づくりが必要です。 

 

① 風通しのよい職場づくり 

職員の能力発揮や能力開発にとって職場環境は大変重要であり、誰もが働きやすい風通しの

よい職場をつくることが重要です。 
 

＜コミュニケーションが活発な職場づくり＞ 

  風通しのよい職場づくりには、上司や部下の上下間、同僚や職場間の横のコミュニケーションが必

要不可欠です。相談しやすい又は職員が気軽に意見を述べることができる職場環境づくりを推進しま

す。 

＜ハラスメントの防止に向けた取組＞ 

  ハラスメントは、執務環境を悪化させ、円滑な職務遂行を阻害するものであることから、「職員による 

ハラスメント撲滅のための基本方針」により、ハラスメント対策を適切に講じます。  

また、ハラスメントのない職場にするためには、ハラスメント防止等への認識と理解を深めることが

必要なことから、研修等を通じて、職員への意識啓発に努めます。 

 

② 組織力を高める 

限られた人員で最大限に業務を遂行するには、管理職が組織の目標を明確に示した上で、全

ての職員がそれぞれの目標を定め、その達成に向けて取り組むことが必要です。 

     特に、複雑・多様化する県民ニーズに応えるには、新しい発想で、新たな価値を生み出してい

くことが求められます。このため、部局等の垣根や縦割り意識を無くし、オール県庁で取り組む

ことができるよう職員への意識啓発に努めます。 

  

③ 多様な人材の活躍推進 

育児や介護等により働く時間に制約がある職員が増加し、就労意識も多様化していく中にお

いては、多様な職員の特性を理解したダイバーシティ・マネジメントが重要です。 
 

＜女性職員の活躍推進＞ 

女性職員が、各自の能力を十分に発揮できるよう「栃木県庁子育て応援・女性活躍推進行動計画

～県庁女性燦燦プラン」を着実に実施します。 

＜障害者雇用の推進＞ 

障害のある職員が、各自の能力を十分に発揮できるよう、「栃木県庁障害者活躍推進計画」を着実

に実施します。 

＜再任用職員の活用＞ 

再任用職員が持つ豊かな知識や経験、高い技術を公務に活かすとともに、これらを次の世代に継承

しながら、再任用職員が高い意欲をもって業務を遂行できる職場環境づくりを推進します。 
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④ 働き方改革の推進 

誰にとっても働きやすい職場環境づくりを進めるとともに、職員一人ひとりが自らの能力を

十分に発揮することで、県庁全体の労働生産性を高めていく必要があります。 
 

＜柔軟な働き方の推進＞ 

テレワーク（在宅勤務・サテライトオフィス勤務）やフレックスタイム制など、働く場所や時間にとらわ

れない柔軟な働き方を推進します。 

＜総労働時間の削減＞ 

・ 業績や業務の改善・効率化を重視する職場風土を確立します。 

・ 仕事のやり方を見直し、ＲＰＡの導入、ペーパーレスの推進等、ＩＣＴを活用した業務の省力化・効率

化を図ります。 

・ 目安時間制の適切な運用や管理職による労働時間管理の徹底により超過勤務の縮減を図ります。 

・ 計画的な業務の実施により、年次休暇の取得を促進します。 

 

⑤ コンプライアンス意識の徹底 

不祥事は、組織や公務の信頼を損なうものであり、職員一人ひとりが高い使命感と倫理観を持

ち、公私を問わず自らの行動を厳しく律しながら日々の業務に精励していく必要があります。 

各職場において、法令遵守の意識の徹底を図り、不祥事を許さない環境づくりに努めるととも

に、研修所研修において、職員の倫理観・使命感の醸成等について働きかけていきます。 

    

⑥ 心と体の健康づくりの推進   

    限られた人員で質の高い行政サービスを安定的・持続的に提供していくためには、全ての職員

が心身共に健康で、意欲的にいきいきと働くことができる職場づくりが不可欠です。 

近年特に職場不適応やメンタル不調の職員が増加しており、メンタルヘルス対策の必要性が高

まっています。 

職員は、心身両面にわたり健康を保持・増進していくためのセルフケアに努めるとともに、コ

ミュニケーション等を通じて、同僚の心身の変化に気づき、支え合う関係を築いていく必要があ

ります。 

     また、管理職は、日頃から職員の心身の変化に気を配り、健康診断やストレスチェックの結果

の活用等により、個々の健康状態を把握し、必要な支援を行い、職員の健康管理に努める必要が

あります。  
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Ⅳ 着実な推進に向けて 
 
  

  人材育成基本方針に基づく取組を着実に推進していくためには、職員と職場（所属長）がそれぞれ

の責務や役割を認識し、互いに連携して取り組んでいくことが必要です。 

  
【 職員 】  

・ 職員自らが成長を意識し、不足している能力を主体的に伸ばし、継続的かつ発展的なキャリアデ

ザインを描いていくことが重要です。 

  ・ 人事評価や公募制度などを自身のキャリアを考える機会と捉えて、所属長等の助言を参考にしな

がら、能力開発に取り組んでいくことが求められます。 

・ 研修に参加した場合などは、研修の成果を職場で実践し、常日頃から積極的に自己研鑽を積むこ

とも大切です。 

  また、自治会やＰＴＡなどの地域活動に参加して、県庁以外の価値観や考え方に触れることも、

県民目線の行政を行うための広い視野を養うことにつながります。 

・ 職員同士の活発な議論やコミュニケーションを通して、互いに高め合う職場環境づくりに努め

る必要があります。  

 

 

【 職場（所属長） 】  

 ・ これからの県庁を担う人材を育成していくことは、所属長の重要な役割です。 

・ 所属長は、職場の課題を的確に把握し、ＯＪＴの実践を通じて人材育成に取り組むとともに、誰

もが持てる能力を最大限発揮できる、よりよい環境づくりに努める必要があります。  

・ 長期的な人材育成の観点から、普段の会話や面談等のコミュニケーションを通じて、職員の主体

性を引き出し、「気づき」から「自学」に導くことが重要です。 

また、職員の能力等は一律ではないことを前提に、その職員の状況に応じた育成が求められま

す。 

・ 組織力の向上のために、全ての職員が主体的にＯＪＴに取り組み、組織全体で互いに育て合う職

場風土を意識的に作っていくことが大切です。 

 

 

 

Ⅳ 着実な推進に向けて 


